
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

1,579,776,939 2,679,016,913 2,271,569,542 1,808,514,106 1,847,277,937

680,684,285 0 296,057, 594 0

0 0 0 0

2,260,461,224 2,679,016,913 2,567,627,136 1,808,514,106 1,847,277,937

1,980,506,363 1,661,646,310 1,809,452,763 1,660,182,472

87.6% 62.0% 70.5% 91.8%

基準値 目標値

24年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

集計中 7,101 8,442 8,174 8,286 7,127 前年度以下

前年度以下 前年度以下 前年度以下 前年度以下 前年度以下

基準値 目標値

－ 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 －

－ 22,896 20,508 20,467 20,919 17,628 ―

－ － － － －

基準値 目標値

－ 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 －

－ 15,907 22,481 18,221 17,946 17,460 －

－ － － － －

基準値 目標値

－ 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 －

－ 55,821 53,870 55,746 58,719 59,257 －

－ － － － －

施策の概要
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場
合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のため
に失業等給付を支給します。

【参考】指標３
支出額

実績値

年度ごとの目標値

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関

連計画等）

労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場
合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のため
に、失業等給付として以下の給付を行っています。
求職者給付：労働者が失業した場合にその者の生活の安定を図るために支給するもの
就職促進給付：失業者が再就職することを援助・促進することを目的として支給するもの
教育訓練給付：労働者の主体的な能力開発を促進するために支給するもの
雇用継続給付：労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、労働者の雇
用の安定を図るもの

根拠法令：雇用保険法第10条等

予算書との関係
・関連税制

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
労働保険特別会計雇用勘定
（項）失業等給付費（全部）〔平成25年度予定額：　1,751,380,238千円〕
（項）業務取扱費（全部）〔平成25年度予定額：　95,897,699千円〕

施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法
の運営費交付金は含まな

い。

区分 26年度要求額

予算の
状況

（千円）

当初予算（a） 1,868,783,576

補正予算（b）

モニタリング結果報告書

（厚生労働省24（Ⅳ－４－１））

施策目標名
雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること
（施策目標Ⅳ－４－１）

繰越し等（c）

合計（a＋b＋c） 1,868,783,576

執行額（千円、d）

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等

のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

測定指標
指標１

不正受給の件数

実績値

年度ごとの目標値

【参考】指標２
収入額

実績値

年度ごとの目標値

【参考】指標４
積立金残高

実績値

年度ごとの目標値



参考・関連資料等

○雇用保険事業月報・年報　（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/150-1.html）
【関連法令】
○雇用保険法
（http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgibin/t_docframe2.cgi?MODE=hourei&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&K
EYWORD=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&EFSNO=1278&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=239）
【関連事業の行政事業レビューシート】
○失業等給付費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0613.pdf）

担当部局名 職業安定局 作成責任者名 雇用保険課長　吉永　和生 政策評価実施時期 平成25年8月


